
（地Ⅲ129） 

       平成２３年９月１３日  

 都道府県医師会 

  担当理事 殿 

 

                                 日 本 医 師 会  

常任理事 保 坂 シゲリ 

 

 

都道府県・郡市区医師会が特定健康診査・特定保健指導機関の 

請求の事務代行等を行う場合の取扱いについて（社会保険診療 

報酬支払基金通知のとりまとめ）                

        

         

 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。 

 さて、都道府県医師会・郡市区医師会が会員機関の健診等の請求の事

務代行及び健診等費用の受領に関する権限を委任される場合の社会保険

診療報酬支払基金(以下、支払基金)の取扱いにつきましては、平成２０

年２月６日付（地Ⅲ274）、平成２０年４月２１日付（地Ⅲ31）、及び

平成２０年６月１９日付（地Ⅲ87）をもって通知をお送りいたしました。 

今般、段階的に支払基金より発出された通知をとりまとめたこととと

もに、これまで支払基金の運用で対応されていた都道府県・郡市区医師

会の会長が交代した際の手続き、及び特定健康診査・特定保健指導が医

師会に委任していた請求事務代行等を解除する際の手続きにつきまして

新たに定められました。 

また、健診等機関の請求の事務代行等を行う場合等における届出様式

が改正されたことと併せ、別添のとおり支払基金理事長より本会宛に通

知が参りましたので、お送りいたします。 

なお、日本医師会ホームページ（http://www.med.or.jp/chiiki/kens

hin/index.html）に掲載しておりました上記通知につきましては、本通

知をもって、差し替えることといたします。 

つきましては、本件についてご了知の上、貴会管下郡市区医師会等へ

の周知方、よろしくご高配のほどお願い申し上げます。 

また、すでに届出がなされている医師会等におきましては、本通知に

よる新たな届出は必要ないことを申し添えます。 
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本高専管O　O　O　O61

平成23年9月8日

日本医師会会長　殿

社会保険診療報酬支払基金理事櫟陰金

都道府県・郡市区医師会が特定健康診査・特定保健指導機関

の請求の事務代行等を行う場合の取扱いについて

　平素は、支払基金の業務運営につきまして格別のご理解・ご協力を賜り厚く

お礼申し上げます。

　さて、標記については、これまで請求事務代行等の内容に変更があった場合

は、段階的に発出した通知により当該事務を取り扱っていたところですが、今

般、標記内容に関する通知をとりまとめたこと、都道府県・郡市区医師会（以

下「医師会」という。）の会長が交代した際の手続き及び特定健康診査・特定

保健指導機関（以下r健診等機関」という。）が医師会に委任していた請求事

務代行等を解除する際の手続きを新たに定めたこと並びに健診等機関の請求

の事務代行等を行う場合等における届出様式を改正したことから、標記取扱い

を下記のとおりとしますのでお知らせいたします。

己言口

1　取扱い方法について

　（1）医師会が特定健診及び特定保健指導の両方の請求事務代行を行う場合

　　の取扱い（別添1参照）

　（2）医師会が特定健診のみ請求事務代行を行う場合の取扱い（別添2参照）

　（3）医師会が請求事務代行を行うが健診等機関がデータ受領書等の送付を

　　希望する場合の取扱い（別添3参照）

　（4）医師会が会員である健診等機関の健診等費用の受領に関する権限を委

　　任された場合の取扱い（別添4参照）

　（5）健診等機関が医師会に委任していた健診等費用の請求の事務代行又は

　　健診等費用の受領に関する権限委任を解除する場合の取扱い（別添5参照）

　（6）健診・保健指導機関との特定健康診査等データの授受及び決済につい

　　て（参考資料参照）

2　従前の通知について

　　平成20年2月1日付け基情発第167号、平成20年4月15日付け本情管



シ発000017及び平成20年6月13日付け本後高事管000086については、廃
止することとします。



別添1

医師会が特定健診及び特定保健指導の両方の請求事務代行を行う場合

1　基金支部への届出

　（1）医師会は、「特定健診・特定保健指導機関の請求事務代行について」（別紙

　　1）及びr健診等費用の請求の事務代行を行う特定健診・特定保健指導機関

　一覧」（別紙2）を基金支部へ提出する。

　（2）請求事務代行を依頼した健診等機関は、r特定健診・特定保健指導機関届」

　　（別紙3）を基金支部へ提出する。

　　なお、医師会は、請求事務代行を委任する健診等機関のr特定健診・特定

　　保健指導機関届」（別紙3）を取りまとめ、基金支部へ提出することも可能と

　　する。

2　基金支部への健診等データの提出等（別紙4及び別紙5参照）

　（1）医師会は、健診等機関単位で健診データファイル（zipファイル）及び保

　健指導データファイル（zipファイル）を作成する。

　（2）前（1）において健診等機関単位で作成した各データファイルは、臆号化一レ。な

　　い一抹三態でzipフォルダに格納し、基金支部が配布する暗号化ソフトを用いて

　　フォルダごと一括して暗号化を行う。

　　※暗号化・復号化ソフトキットは、基金支部からあらかじめ医師会へ送付

　　　する。

　（3）医師会は、一括暗号化したzipフォルダを電子媒体に格納し、基金支部へ

　　提出する。

　（4）基金支部は、受付後、データ受領書及び受付エラー連絡書を各データファ

　　イル単位で作成し医師会へ送付する。

　（5）基金支部で受け付けた健診等データの照会確認等については、原則、基金

　　支部と医師会の間で行うものとする。（照会内容によって、医師会から該当健

　　診等機関へ照会確認を行い、結果を基金支部へ連絡する。）

3　基金支部からの返戻・過誤返戻データの送付（別紙4及び別紙5参照）

　（1）基金支部は、健診等機関単位で特定健診に関する返戻・過誤返戻データ（zip

　　ファイル）及び特定保健指導に関する返戻・過誤返戻データ（zipファイル）

　　を作成する。

　（2）前（1）において健診等機関単位で作成した各返戻・過誤返戻データファイル

　　は、噴一号化一一レーな駐状懸で一一、z巾フォルダに格納し、フォルダごと一括して暗号

　　化を行う。

　（3）基金支部は、一括暗号化したzipフォルダを電子媒体に格納し、医師会へ

　　送付する。



4　基金支部のシステム登録業務

　　基金支部は、前1の提出を受けたとき、特定健診・保健指導決済システムの

　健診等機関マスタの送付先情報の送付先機関番号に、請求事務代行を行う医師

　会番号を登録する。

5　届出内容に変更が生じた場合

　（1）健診等費用の請求の事務代行に伴い、既に提出されている特定健診・特定

　保健指導機関届の内容と異なる項目が生じた場合、健診等機関は、r特定健

　　診・特定保健指導変更届」（別紙6）を基金支部へ提出する。

　（2）医師会長名が変更となる場合、医師会は、r特定健診・特定保健指導機関の

　　請求事務代行について」（別紙1）を基金支部へ再提出する。

6　市町村等単位の医師会が請求事務代行を行う場合の取扱い

　　郡市区医師会の下にさらに市町村等単位の医師会が設置されている場合で

　あって、当該医師会単位で請求の事務代行を行うときは、基金本部が日本医師

　会から情報提供を受け、当該市町村単位の医師会番号を設定することとしてい

　るので、照会があった場合は、日本医師会を通じて申し出されるよう依頼する

　こと。

7　医師会から支払基金への提出用zipフォルダのアーカイブ名

　　参考のとおり。



別紙1

特定健診・特定保健指導機関の請求事務代行について

　社団法人○○医師会は、別紙に記載の特定健診機関・特定保健指導機関の特定健診費用及び特定保健指導費用の請求に関する事務の

代行を実施することとしました。

　ついては，請求の事務代行を行うに当たり．次のとおり取扱うこととします。

　1　請求の事務代行を行うに当たり、知り得た機密に係る事項については、第三者に漏洩はいたしません。

　2　特定健診機関・特定保健指導機関と医師会の間において紛争が生じた場合、当事者間において解決するものとします。

　3　健診等データの授受方法

　　田　支払基金への健診等データの提廿一1

　　　①健診等機関単位に健診データファイル（zlpファイル）及び保健指導データファイル（zipファイル〉を作成し、一括して支

　　　　払基金へ提出する。

　　　②　支払基金で受付後に出かされるデータ受領書及び受付エラー連絡書については・各健診等機関単位（健診・保健指導データ

　　　　ファイル別）に作成したものを、医師会が受領する。

　　　③支払基金で受付けた健診等データの照会確認等については・支払基金と医師会の間で行う・（照会内容によって・医師会

　　　　から該当健診等機関へ照会確認を行い、結果を支払基金へ連絡する。）

　　〔21支払基金からの返戻・過誤返戻データの受領

　　　　支払基金で健診等機関単位に健診返戻・過娯返戻データファイル（zipファイル）及び保健指導返戻・過誤返戻データファイ

　　　ル（zipファイル）を作成し、　・括して暖師会が受領する。

　　13〕請求形態

　　　ロア　電子媒体（CD－R）　　ロイ　電チ媒体（MO）

・F成　年　月　L一］

社会保険診療報酬支払基金 支部長　殿

請求事務代行者　　住　　　所

　　　　　　　　　医師会名

　　　　　　　　　医師会長名 ㊥

A4　210×297



別紙2

別紙

●●●医師会

健診等費用の請求の事務代行を行う特定健診・特定保健指導機関一覧

特定健診・特定保健指導
機関の種別

機関コード
名　　　　称

特定健診 特定保健
機　　関 指導機関

1 1230000000 ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
（
） ○

2 1231Ullll ▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲
（
） ○

3
　
　
　
4

1232222222 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
（
　
1
） ○

5
1 特定健診・特定保健指導機関一覧は、別紙1「特定健診・特定保健指導機関の請

6 求事務代行について』 に添付して、支払基金支部に提出する。

T 2 機関の種別の「特定健診機関』欄及びr特定保健指導機関」欄には、 請求の事務代

行を行う状況を特定健診及び特定保健指導別に表示（事務代行を行う場合 rO』 を表
8
　
　
　
9

示）する。

lo

1
　
　
　
2
1
　
　
　
　
　
　
1

13

14

15

16

百

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30



別紙3

（特一様式第1｝｝） 定　健　診 定　保　健　指 機　関　届（保　医療機関）

特定健診・特定保健指導機関として，ド記のとおり届けます。
’ド成 イ 月 日

住　所

社会保険診療報酬支払基金 支部長　殿 届出者
氏　名 ⑳

①
特定健診・特定保健指導機関コード　　　　　　　　　　　　　　　　　機　関　の　種　別　　　　ロア特定健診機関　　　　　ロイ特定保健指導機関

② 名　　　　　　　称

一川が牛

～更一・’∫　　　　　　　　　　　　　　　　　　電請 ’ザ

③ 所　　　在　　　地
川肛1

④ ホ・一一ムペ・一・ジアドレス

　フ肋ナ

�福吹F／／

⑤ 経　　営　　ド　体 病　　　院

1トー暁病院・川、糠養1ザトII’で公㌧一ri・その他α｝公的

ﾚ学病院（ll＝1・一い公㌧㍗i・私、γ）

ﾆ、㍗一アゴ政濯，人II＝1、棚院機構

纓ﾃ法人・幸E全幅幸II－1’汰・モ’の他の法人・¶’II人

診　療　所

一Il

��dレその他の公rメ」・1矢療法人

ﾐ会禍事［1】1」汰・その他の法人・個人

⑥ 開　　設　　者　　名

一111ガ1

7 ’　　、　’定ヒ謬・

鴻A
鴻C ド記口座に振込を希望する。

’足木lll，一の一　ビ支、．、t．こ請ン　＾足、

@　ます。

Eの口座に振込を希望する。

行機関への届出が必要となり
ﾜた，⑨についてはド記の□にゾを記入し「イ」の場合のみ⑨に記載願います。　　　　　　　　　　　　　医師会が請求事務代行を行う場合は、医師

@　　　診療報酬と同　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　会名を記入せずに空欄とする。

る　口に起　　て　cい。ま3、世の　付　　へ’　ご軍1ン　る・定　　る川　、　　　　の一

⑦ 請　　求　　者　　名
＊整理印 ＊受付印

⑧ 受　　領　　者　　名

一一一1剛＋ 登
録

喜一上一r，　卜

⑨
振　　込　　銀　　行

禔@座　名　義　人

一川ガ1

ｭ堺

請求事務代行を委任する医師会名を記入する。

瘁≠窒nOO医師会」 如111　　　’Li
請求事務代行を委任している医師会の請求形態を記載する。

⑩ 請求開始年月日
・匹成　　　　　年　　　　　　　　　　口　　⑪請　　　求　　　形　　態ロア電チ媒体　（C］レR）　ロィ　電チ媒体　（ド1〕）　　ロウ電チ媒体（MO）ロエオンラィ’

（ 百ヲ

※　　本属σ）内容のうち、①から⑤の11r項については基金のホームベージ上で公開いたします。
　2　本1，11σ）内容のうち、個人情報に該’『する・」ド項については、社会保険診療報酬支払基金の巣務に川いるものであり・個人情報保護法第］6条第：尋項に定める場合のほか・

　本人の同意なくして他の利用目的に使則することはありません。

3　本属において」IS第・、　二水準以外の文字で記入されている場合は、月S第 ・、　i水都に置き換えて登録を行いホームページヒに公開いたします。



別紙4
都道府県・郡市区医師会が会員機関の健診等データを代行提出する場合のデータ授受

会員健診等機関

図

画
健診等データ

（紙媒体）

ぐ・・

支払関係帳票

国
画

都道府県・郡市区医師会 基金支部

⇒

パンチ入力による電子化
（ZIPファイルの作成）

⇒

会
■

照
．

　
　
．

修正

A機関
健診ファイル 　A機関

保健キ旨導フ1イル

B機関
健診ファイル

　化⇒＠
　　　　　媒体作成

園圃

頁 ＜修正後、再請求＞

　鍍体『

閣

5日まで

10日

翌月10日

翌月10日

翌月10日

＠⇒復号化⇒

　　媒体受領

A機関
健診フア仙　　A機関
　　　　保健指導ファイル

B機関
健診ファイル

受付

園圃轟．．
u

返戻データ

＠雌化⇔
　　媒体作成

支払関係帳票

閣

A機関
健診返戻　　　A機関

　　　　保健指導返戻

朧戻

u
　　支払計算

画
面



別紙5

，　　ムが一の　た㌍幅 ムに　　　して「暗口k　　たい 　ので　一

　ロヒ　　　ース
（返戻・過誤返戻処理の場合は、逆に支払基金が「暗号化」を行い、都道府県・郡市区医師会が復号化）

○○医師会

暗
号
化
し
な
い

A機関健診データ

Zipファイル

A機闘倶健指導データ
Zbファイル

B機関健診データ

Ziファイル

C機関健診データ

Zわファイル

取
り
ま
と
め
た
Z
I
P
フ
オ
ル
ダ
『
，
一
－
一
．
一
、
－
、
一
’

A機関健診データの分散片A
A機関保健指導データの分散片Al

B機関健診データの分散片A
C機関健診データの分散片A

暗号化 画
』分散片B

送付

A機関健診データの分散片B
A機関保健指導データの分散片国
B機関健診データの分散片B
C機関健診データの分散片B

支払基金

國［垂コ

医師会が会員の健診・保健指導機関のデータファ

イルを取りまとめて1つのフォルダに格納。その

フォルダをZIP形式に圧縮したファイル。

※返戻・過誤返戻の場合は、支払基金が「暗号

化」を行い、都道府県・郡市区医師会が復号化。

復
号
化

A機関健診データ
Ziフ　イル

B楼閣健診データ
Zわファイル

A樵賦保健指導データ

Ziフ　　レ

C機関健診データ

Ziフ　　ル

基金で復号化すると、各機関ごと

のファイルになる。

※返戻・過誤返戻の場合は逆に、

支払基金が「暗号化」を行い、都道

府県・郡市区医師会が復号化。



別紙6

（特一様式第3｝ナ） 特定健診・特定保健指導機関変更届
基金に届け出た内容のうち変更欄にチェックを入れた項日について変更し、ド記のとおり届けます。

社会保険診療報酬支払基金 支部長　殿
、1五成 イ 月 日

住　所

・く @　　r　　　卜　　　　　　　［ 届出者
@　　　　氏　名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　卿）

・F成　　年　　月　　Il

① 朱学定イ建、診　・叡予定保健主旨導機r則コー　ド
変更日　機関の種別　　ロア特定健診機関　　　　　　ロイ特定保健指導機関

．
仙
庭
口

② 名　　　　　　　称

一，1功†

郵更重げ ＿　　　　　　　　　　　　　　電話’ザ 　　　　　　　　一
変
．
更
口

③ 所　　　在　　　地
一jI助十

変
．
庭
口

④ ホ…ムペーージアドレス

　フリ　ナ

�@t　t　p：／／ 病　院

国㍑病院・II＝げ此療養ゆi・官公就・その他の公的

蜉w病院〔国｛い公、）1・私㍑｝

ﾆ・庸政法人IIII点り1㌔院機構

纓ﾃ法人　・社会福祉1」1人

ｻσ）他の法人・個人．
変
更
口

⑥ 開　設　　者　名

一川力才 ⑤
経
営
L
体

一一1肋†

変
更
日

診療所

11f公・レそσ）他σ）公的・1気療法人

ﾐ会福祉法人・その他の法人

ﾂ人剃
庭
口

⑦

．
仙
更
□

⑧ 受　　領　　者　　名

一川釦ナ

その他

註f・
ﾛ健指導

@1剰

祁道府県・市町村・官公ヴ・その他の公的・医療法人

ﾐ会福猷法人・財団法人・NPO‘株式会社

ｻの他の法人・個人

ｻの他

一，1」カ’ナ

医師会の請求形態が、既に提出され と1＾I　r　　　日 日　　　　　　’∫ ＊　『理：1」 ＊受・二1」

⑨

振　　込　　銀　　行
ている機関届の内容と異なる場合に

L入する。
一　　　　　　　支店　　　当座・普通

銘
変
更
口 口　座　名　義　人 砂加 請求事務代行を委任する医師会名を記入する。

瘁F「OOO医師会請求代行』

変
更
日

⑩ 請　求　　形　態

ロエオンラィン

［コア電チ媒体（Cl）一R）

鴻B電1へ媒体（FD）

鴻E電」二媒体（酷ω

なお、健診等機関が、医師会の請求事務代行のほかに基金支部へ直接請求を行う場合
窒nOO医師会請求代行』r暗号化・復号化ソフト請求』と記入する。

（備考）

※1　本属の内容のうち、①から⑤の’1ド項については基金のホームページ上で公開いたします。
2本1，llの内容のうち、個MI－f報に、1亥・11する・lf卿こついて1ま、絵保険1灘報轍払齢の鮪1こlrlいるものであり・個人千1’1報保灘第16条第3項眺める蹴の1まか・

　　本人のIlrL甑なくして他の利用1i的に使用することはありません。
　3　本1し11において月S第’、　二水準以外の文字で，i己人されている場合は，月S第一・　1水準に置き換えて登録を行いホームベージしに公囲いたします・

4r，iIllン形態」欄をオンラインに蝕する鵬1ま、別途rI群＋Ill報処鰍織の酬に関するII“出j及びrマ甑1肌1｝鮒鰍1・1蕃」の岳是出が蝦と罰ます・



参考

都道府県医師会・郡市区医師会から支払基金への提出用zipフォルダのアーカイブ名について

O医師会で作成されたzipフォルダのフォルダ名は、国の定める電子的標準様式による提出用アーカイブファイル名の

命名規則により作成する。

提出元機関番号＿提出先機関番号＿提出年月日・同一日分割番号＿種別コード、zip

＼↓
　　　　一　｛　｛　｛
　｛夕1：1234567890－12345678－201104010－1zip

※過誤返戻データを基金から医師会へ返戻する場合も同様の命名規則である。

区分 最大バイト データ形式 医師会⇒基金（請求） 基金⇒医師会（過誤返戻）

提出元機関番号
10 可変 医師会番号 基金の代行機関番号

提出先機関番号
10 可変 基金の代行機関番号 医師会番号

提出年月日
8 固定 YYYY”恥D（アーカイブ作成日付）

同一分割番号
1 固定

同日に複数枚の電子媒体を提出する場合の識別番号

P枚目の番号は0とし、2枚目以降は1、2、3…となり

ﾅ大9までとする。

種別コード
1 固定 r1」で固定

※医師会番号は10桁とする。
　基金の代行機関番号は「94899010』とする。



別添2

医師会が特定健診のみの請求事務代行を行う場合

1　基金支部への届出
　（1）医師会は、r特定健診・特定保健指導機関の請求事務代行について」の様式

　　を用い、r特定保健指導」に係る文言を抹消した上で当該用紙を作成（別紙1

　　参照）し、r健診等費用の請求の事務代行を行う特定健診・特定保健指導機関

　　一覧」（別紙2）と併せて、基金支部へ提出する。

　（2）請求事務代行を依頼した健診等機関は、r特定健診・特定保健指導機関届」

　　（別紙3）を基金支部へ提出する。

　　　なお、医師会は、請求事務代行を委任する健診等機関のr特定健診・特定

　　保健指導機関届」（別紙3）を取りまとめ、基金支部へ提出することも可能と

　　する。

2　基金支部への健診等データの提出等（別紙4及び別紙5参照）

　（1）医師会は、健診等機関単位で健診データファイル（zipファイル）を作成

　　する。

　（2）前（1）において健診等機関単位で作成した健診データファイルは、暗、号化一レ

　　ない一抹、態で一一zipフォルダに格納し、基金支部が配布する暗号化ソフトを用い

　　てフォルダごと一括して暗号化を行う。

　　※暗号化・復号化ソフトキットは、基金支部からあらかじめ医師会へ送付

　　　する。

　（3）医師会は、一括暗号化したzipフォルダを電子媒体に格納し・基金支部へ

　　提出する。

　（4）基金支部は、受付後．データ受領書及び受付エラー連絡書（以下、rデータ

　　受領書等」という。）を健診データファイル単位に作成し医師会へ送付する。

　（5）基金支部で受け付けた健診等データの照会確認等については、原則、基金

　　支部と医師会の間で行うものとする。（照会内容によって・医師会から該当健

　　診等機関へ照会確認を行い、結果を基金支部へ連絡する。）

　（6）健診等機関が、特定保健指導データを提出するときは．各健診等機関から

　　基金支部へ直接提出する。

　　　この場合、基金支部は、受付後、データ受領書等を作成し、健診等機関へ

　　送付する。また、基金支部で受け付けた健診等データの照会確認等は、健診

　　等機関へ行う。

　　※データ受領書等の健診等機関欄には、当該健診等機関番号と請求事務代

　　　行を委任している医師会番号が印字されるので、送付誤りがないよう留意

　　　する。

3　基金支部からの返戻・過誤返戻データの送付（別紙4及び別紙5参照）

　　返戻・過誤返戻データは、特定健診データ及び特定保健指導データ別にファ



イルが作成される。

　なお、送付先は、次のとおり。

（1）特定健診に係る返戻・過誤返戻データ

　　医師会へ送付する。

（2）特定保健指導に係る返戻・過誤返戻データ

　　健診等機関へ送付する。

4　基金支部のシステム登録業務

　　基金支部は．前1の提出を受けたとき、特定健診・保健指導決済システムの

　健診等機関マスタの送付先情報の送付先機関番号に・請求事務代行を行う医師

　会番号を登録する。

5　届出内容に変更が生じた場合
　（1）健診等費用の請求の事務代行に伴い、既に提出されている特定健診・特定

　　保健指導機関届の内容と異なる項目が生じた場合・健診等機関は・r特定健

　　診・特定保健指導変更届」（別紙6）を基金支部へ提出する。

　（2）医師会長名が変更となる場合、医師会は、r特定健診・特定保健指導機関の

　　請求事務代行について」（別紙1）を基金支部へ再提出する。

6　その他
　健診等機関が、医師会に健診等費用の受領に関する権限を委任する場合は・

　特定健診の費用のみの請求事務代行であっても・特定健診・特定保健指導の双

　方を受領委任する取扱いとすること．これは・支払基金におけるシステム上の

　制約によるものであること。

7　市町村等単位の医師会が請求事務代行を行う場合の取扱い

　　郡市区医師会の下にさらに市町村等単位の医師会が設置されている場合で

　あって、当該医師会単位で請求の事務代行を行うときは、基金本部が日本医師

　会から情報提供を受け、当該市町村単位の医師会番号を設定することとしてい

　るので、照会があった場合は、日本医師会を通じて申し出されるよう依頼する

　こと。

8　医師会から支払基金への提出用zipフォルダのアーカイブ名

　　参考のとおり、



別紙1

特定健診・特定保健指導機関の請求事務代行について

　社1，封法人○○医師会は，別紙に記載の特定健診機関・特定保健指導機関の特定健診費用一請求に関する事務の

代行を実施することとしました。

　ついては、請求の事務代行を行うに’『たり、次のとおり取扱うこととします。

　1　請求の事務代行を行うに当たり、知り得た機密に係る』」‘項については、第r三者に漏洩はいたしません。

　2　特定健診機関・特定保健指導機関と医師会の問において紛争が生じた場合、当肇者間において解決するものとします。

　3　健診等データの接受方法

　　〔P　支払基金への健診等データの提出

　　　①健診等機関単位に健診データファイル（zipファイル）　■　一臨一　　　’　　ご作成し、一一括して支

　　　　払基金へ提出する。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　②支払基金で受付後に出力されるデータ受領書及び受付エラー連絡幽こついては、各健診等機関単位（

　　　一に作成したものを、眠師会が受領する。
　　　③支払基金で受付けた健診等データの照会確認等については、支払基金と医師会の間で行う。（照会内容によって、医師会

　　　　から該当健診等機関へ照会確認を行い、結果を支払基金へ連絡する。）

　　〔2〕支払基金からの返戻・過浜返戻データの受領

　　　　支払基金で健診等機関単位に健診返戻・過談返戻データファイル（zipファイル）及一＝

　　一を作成し、　・挿して医師会が受領する。

　　131　請求形態

　　　ロア　電子媒体（CD－R〉　　ロイ　電f媒体（MO）

・ド成　　　年　　　月　　　日

社会保険診療報酬支払基金 支部長　殿

請求・1r務代行者　　住　　　所

　　　　　　　　　医師会名

　　　　　　　　　医師会長名 ㊥

A4　210×297



別紙2

別紙

●●●医師会

健診等費用の請求の事務代行を行う特定健診・特定保健指導機関一覧

特定健診・特定保健指導
機関の種別

機関コード
名　　　　称

特定健診　定保健
機　　関指導機関

1 1230000000 ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

2 1231111111 ▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲

3
　
　
　
4

1232222222 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

5

6
1 特定健診・特定保健指導機関一覧は、別紙1r特定健診・特定

T 保健指導機関の請求事務代行について』に添付して、支払基金支部

8 に提出する。

9 2 　機関の種別の「特定健診機関』欄及びr特定保健指導機関』欄に
ﾍ、請求の事務代行を行う状況を特定健診及び特定保健指導別に表

10 示する。
（※特定健診のみ請求事務代行を行う場合は、機関の種別欄を抹

1
1 消する。）

12

13

14

15

16

百

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30



別紙3

（特一様式第l　l｝〉 特定健診・特定保健指’ ‘　関　届（保険医療　関）

特定健診・特定保健指導機関として、ド記のとおり届けます。
平成 イ 月

1
］

住　所

社会保険診療報酬支払基金 支部長　殿 届出者

氏　名 ⑳

① 縦膨、特定保健網棚コード　　　　　　　　機1莫1・）種別　ロア特縦診機関　　ロィ特腿健指導機関

② 名　　　　　　　称

一rIIガト

史　’∫ 電“し1重り

③ 所　　　在　　　地
函IIガ1

④ ホ・一‘ムページアドレス

　フ助ナ

�@l　t　p：／／

⑤ 経　　営　　1三　体 病　　　院

し1＝1、”丙1院・I　l・hlrr療養所・官公、γ・その他の公r白

蜉w病院〔国、㍗iΣ、㍗私の

ﾆぐ耐政法人困・’繭院機構

纓ﾃ法人’社会福祉1一汰・その他の1ム人・個人

診　療　所

ゴ『公立・そα可也σ）公的・医療法大

ﾐ熱，1芋1ヒ法やその他の法人・個人

⑥ 開　、没　κ　名

刀11力叶

7 ’　　、　一疋し甲疹’

鴻A
鴻C

’定木1日、’の費1ビ支’、一‘・［．こ謂ン

EのH座に振込を希望する。

行機関への届出が必要となります。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　医師会が請求事務代行を行う場合は、医師また・⑨についてはド記の□にノを記人し「イ」の場合のみ⑨に記載願います・　　　　　　　　　　　　　会名を記入せずに空欄とする。

・定　　る　口こ記　　て　Gい。よ3、也の ’竹　　へ一　ご，1市　　る’定、る川　、　　　　の一

診療報酬と同
h記口座に振込を希望する。

1 ＊整理印 ＊受付印

⑦ 請　　求　　者　名

⑧ 受　　領　　者　　名

川ガ＋ 登
録

「OOO医師会特定健診のみ請求代行」と記入する。
一」1肋■引

一当1’rl　l一

⑨
振　　込　　銀　　千］ 支店　　　当

請求事務代行を委任している医師会の請求形態を記載する。

口　座　名　義 人力伽

⑩ 請求開始年月1
平1、覚　　　年　　　　　　　　H　⑪請　　求　　形　　態ロア電チ媒体（〔：1｝・R）　ロイ電チ媒体（FD）　ロウ電ヂ媒体（M①ロエオンライ’

置y

※1　本届σ）内容のうち、〔Dから⑤の1ド項については基金のホームベージ上で公開いたします。
2本，Ellσ）内容σ）うち、個人＋卜lf報に、1亥・」iする柳こついて1ま、社鰍険難報轍払」泌）筋1こlllいるものであり・個人＋1』」報保護麟16条第3項に定め翻合0）ほか・

　本人の伺，数なくして他の利用目的に使用することはありません。

3　本属において」IS第・，　二水準以外の文字で肥人されている場合はJIS第 ・，　二水準に置き換えて整録を行いホームページヒに公開いたします。



別紙4
都道府県・郡市区医師会が会員機関の健診等データを代行提出する場合のデータ授受

会員健診等機関 都道府県・郡市区医師会 基金支部

健診データ作成

を医師会に依頼
パンチ入力による電子化
（ZlPファイルの作成）

健診データ
5日まで 健診データ

健診

級ﾊ
ファイル

⇒暗号化⇒　　0 0
［⇒復号化⇒ ファイル

媒体作成 媒体受領

指導
指導データ

tアイル
結果

5日まで
A機関 暗号化⇔ ＠ ○ ⇒復号化⇒

指導デー
^ファイル

媒体作成 媒体受領

指導データは
受付

自機関で作成 健 データ　　受付エラー 10日 健 データ　　受付エラー

診 受領書　　連絡書 診 受領書　　連絡書

事務点検

指 データ 受付エラー
10日 指 データ　　受付エラー

@　　　連絡書
導 受領書 遮絡書 導 受領書

返戻データ

照会 健診

僅診
翌月10日

健診O くコ暗号化くコ 　健診
ﾔ反・過誤返課

＜”” ■　■　■ ■　　返反・過誤返夏

@　　ファイル

くコ復号化⇔
ファイル

　指導
ﾔ戻・過誤返農

指導

媒体受領
翌月10日 指導

指導

ファイル
復号中 0 くコ暗号化くコ 返戻・遇誤返反

@ファイル

旦

支払計算

A機関
翌月10日 A機関

支払関係帳票 支払関係帳票



別紙5

ムが毒　の ㌍　4一、　ムに一　してr暗　k ㌍い 　ヨで　一

鶴理の場合1ま、逆iこ支払基金がr暗号化」を行い、都道牒郡市区医師会が復号化）

○○医師会

暗
号
化
し
な
い

A機関健診データ
　Ziファイル

B機関健診データ
　乙Pファイル

C機関健診データ

　Zipファイル

取
り
ま
と
め
た
Z
工
P
フ
オ
ル
ダ

A機関健診データの分散片A

B機関健診データの分散片A

C機関健診データの分散片A

圃

■－

暗号化

．分散片B

送付

A機関健診データの分散片B

B機関健診データの分散片B

C機関健診データの分散片B

支払基金

医師会が会員の健診・保健指導機関のデータファ

イルを取りまとめて1つのフォルダに格納。その

フォルダをZIP形式に圧縮したファイル。

※返戻・過誤返戻の場合は、支払基金が「暗号

化」を行い、都道府県・郡市区医師会が復号化。

唾コ［郵

復
号
化

A機欄健診データ

　Zipファイル

B機関健診データ

　Zipファイル

C機関健診データ

　Zipファイル

基金で復号化すると、各機関ごと

のファイルになる。

※返戻・過誤返戻の場合は逆に、

支払基金が「暗号化」を行い、都道

府県・郡市区医師会が復号化。



別紙6
（特一様式第3｝ナ）

特定健診・特定保健指導機関変更届
基金に届け出た内容のうち変更欄にチェックを入れた項目について変更し、ド記のとおり届けます。

社会保険診療報酬支払基金 支部長　殿
・ド成 年 月

l
　
l

折’ーイ

’・ @　更　　　ド　　　　　　1「 届出者

@　　　　氏　名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　⑩
・F成　　年　　月　　H

① 特定健診・特定保健指導機関コード　　　　　　　　　　　　　　　　　　変更□　機関の種別　　ロア特定健診機関　　　　　　ロイ特定保健指導機関

．
｛
更
□

② 名　　　　　　　称

一，1］カナ

ド史一’∫ 一　　　　　　　　　　　　　　電話’ゲ　　　　　　　　　　　一 一
変
．
更
□

③ 所　　　在　　　地
一』1功ナ

．
娑
更
口

④ ホームページアドレス

　フ肋ナ

�福o：／／ 病　院

I　I＝1立病院・匡1凱療養所・1丁公ヴ・そσ）他の公的

蜉w病院（IllI点・公ヴ階私の

ﾆ・冒r政法人国・廟陽識構

纓ﾃ法人　・社会福祉11汰

ｻσ）他の法人・個人席
更
□

⑥ 開　　、殴　者　　名

コ1団　十 ⑤
経
営
L
体

燃
庭
口

⑦ 請　　求　　者　　名

一川尊†

変
更
口

診療所

官公いそσ）他σ）公的・1職法人

ﾐ会福祉法人・その他の法人

ﾂ人

変
．
更
□

⑧ 受　　領　　者　　名

一す1肋ナ

その他
窒P診・

ﾛ健指導
@1蝸

都道府」1，いIIf町村・官公、k・その他の公的・医療法人

ﾐ会袖書rIi法人・1け1・11法人・NPO・株式会幸Ii

ｻの他の法人・個人

ｻσ）他

一jI」ガ†
医師会の請求形態が、既に提出され 寺1一lrl　I：　　　目 11　　　　　　∫ ＊　一理：1」　　　　　＊＾r二口

⑨
振　　込　　銀　　行

ている機関届の内容と異なる場合に

L入する。 支店　　　　当座・普通変
．
史
口 口　座　名　義　人 畑か上

請求事務代行を委任する医師会名を記入する。

変
．
史
□

⑩ 請　　求　　形　　態

ロエオンライン

ロ　ア電チ媒体　（c【）一R〉

鴻B電壬媒体（FD）

鴻E電チ媒体（MO）

例：「000医師会特定健診のみ請求代行」
ﾈお、健診等機関が、医師会の請求事務代行のほかに基金支部へ直接請求を行う場合
窒nOO医師会請求代行』r暗号化・復号化ソフト請求」と記入する。

（備考）

　　本人の1げし醸なくして他の利用H的に使用することはありません。
　3　本届においてHS第・、　二水準以外の文字で記入されている場合は、月S第・、　二水準に置き換えて登録を行いホームページしに公開いたします。

　4　r、lll求形態」欄をオンラインに変更する場合は、別途r電F情報処理組織の使川に関する届出」及びr電ヂ証明’溌行依頼酌の提出が必要となります・

※1　本属の内容のうち、①から⑤のII‘項については基金のホームページ上で公開いたします。
　2　本属の内容のうち、個人情報に該当するll些項については、社会保険診療報酬支払基金の業務に用いるものであり・個人情報保護法第田条第3項に定める場合のほか・

A4 （210×297）



参考

都道府県医師会・郡市区医師会から支払基金への提出用zipフォルダのアーカイブ名について

O医師会で作成されたzipフォルダのフォルダ名は、国の定める電子的標準様式による提出用アーカイブファイル名の

命名規則により作成する。

提出元機関番号　提出先機関番号＿提出年月日・同一日分割番号＿種別コード．zip

＼↓
　　　　一　｛　｛　｛
　伽1：1234567890－12345678－201104010－1．zip

※過誤返戻データを基金から医師会へ返戻する場合も同様の命名規則である。

区分 最大バイト データ形式 医師会⇒基金（請求） 基金⇒医師会（過誤返戻）

提出元機関番号
10 可変 医師会番号 基金の代行機関番号

提出先機関番号
10 可変 基金の代行機関番号 医師会番号

提出年月日
8 固定 YYYY””DD（アーカイブ作成日付）

同一分割番号
1 固定

同日に複数枚の電子媒体を提出する場合の識別番号

P枚目の番号は0とし、2枚目以降は1、2、3…となり

ﾅ大9までとする。

種別コード
1 固定 r1』で固定

※医師会番号は10桁とする。
　基金の代行機関番号は「94899010」とする。



別添3

医師会が請求事務代行を行うが健診等機関がデータ

受領書等の送付を希望する場合

1　基金支部への届出
　（1）医師会は、r特定健診・特定保健指導機関の請求事務代行について（送付先

　　選択用）」（別紙1）及びr健診等費用の請求の事務代行を行う特定健診・特

　　定保健指導機関一覧（送付先選択用）」（別紙2）を基金支部へ提出する。

　（2）請求事務代行を依頼した健診等機関は、r特定健診・特定保健指導機関届」

　　（別紙3）を基金支部へ提出する。

　　　なお、医師会は、請求事務代行を委任する健診等機関のr特定健診・特定

　　保健指導機関届」（別紙3）を取りまとめ・基金支部へ提出することも可能と

　　する。

2　基金支部への健診等データの提出等（別紙4及び別紙5参照）

　（1）医師会は．健診等機関単位で健診データファイル（zゆファイル）及び保

　　健指導データファイル（zipファイル）を作成する。

　（2）前（1）において健診等機関単位で作成した各データファイルは、暗号化レーな

　　い黙態で、一zipフォルダに格納し、基金支部が配布する暗号化ソフトを用いて

　　フォルダごと一括して暗号化を行う。

　　※暗号化・復号化ソフトキットは、基金支部からあらかじめ医師会へ送付

　　　する。

　（3）医師会は、一括暗号化したzゆフォルダを電子媒体に格納し、基金支部へ

　　提出する。

　（4）基金支部は、受付後、データ受領書及び受付エラー連絡書を各データファ

　　イル単位に作成し、健診等機関が希望する送付先（医師会又は健診等機関）

　　へ送付する。

　（5）基金支部で受け付けた健診等データの照会確認等については、データ受領

　　書及び受付エラー連絡書の送付先別に．次のとおり行う。

　　ア　送付先が医師会の場合
　　　　基金支部は、医師会へ検診等データの照会確認等を行う。（照会内容に

　　　よって、医師会から該当健診等機関へ照会確認を行い、結果を支払基金へ

　　　連絡する。）

　　イ　送付先が健診等機関の場合

　　　　基金支部は、健診等機関へ健診等データの照会確認等を行う。

3　基金支部からの返戻・過誤返戻データの送付（別紙4及び別紙5参照）

　（1）送付先を医師会としている場合

　　ア　基金支部は、健診等機関単位で特定健診に関する返戻・過誤返戻データ

　　　（zipファイル）及び特定保健指導に関する返戻・過誤返戻データ（zip



　　ファイル）を作成する。

　イ　前アにおいて健診等機関単位で作成した各返戻・過誤返戻データファイ

　ルは、暗号一化、レな一い、状三態で一、一zipフォルダに格納し、フォルダごと一括して

　　暗号化を行う。

　ウ　基金支部は、一括暗号化したzipフォルダを電子媒体に格納し、医師会

　　へ送付する。

（2）送付先を健診等機関としている場合

　　返戻・過誤返戻データは、健診等機関単位で作成されるので。健診等機関

　へ送付する。

4　基金支部のシステム登録業務

　（1）送付先を医師会としている場合

　　　基金支部は、前1の提出を受けたとき、特定健診・保健指導決済システム

　　の健診等機関マスタの送付先情報の送付先機関番号に・請求事務代行を行う

　　医顛一会一番号、を登録する。

　（2）送付先を健診等機関としている場合

　　　基金支部は、前1の提出を受けたとき、特定健診・保健指導決済システム

　　の健診等機関マスタの送付先情報の送付先機関番号に、健一診専一機関。番号一を登

　　録する。

5　届出内容に変更が生じた場合

　（1）健診等費用の請求の事務代行に伴い、既に提出されている特定健診・特定

　　保健指導機関届の内容と異なる項目が生じた場合、健診等機関は、r特定健

　　診・特定保健指導変更届」（別紙6）を基金支部へ提出する。

　（2）医師会長名が変更となる場合、医師会は、r特定健診・特定保健指導機関の

　　請求事務代行について」（別紙1）を基金支部へ再提出する。

　（3）健診等機関に送付しているデータ受領書等の送付先を医師会に変更する場

　　　合、健診等機関は、別添1または別添2に準じて変更届を提出する。

6　市町村等単位の医師会が請求事務代行を行う場合の取扱い

　　郡市区医師会の下にさらに市町村等単位の医師会が設置されている場合で

　あって、当該医師会単位で請求の事務代行を行うときは・基金本部が日本医師

　会から情報提供を受け、当該市町村単位の医師会番号を設定することとしてい

　るので、照会があった場合は、日本医師会を通じて申し出されるよう依頼する

　こと。

7　医師会から支払基金への提出用zipフォルダのアーカイブ名

　　参考のとおり．



別紙1

特定健診・特定保健指導機関の請求事務代行について（送付先選択用）

　社団法人○○医師会は、別紙に、氾載の特定健診機関・特定保健指導機関の特定健診費用及び特定保健指導費用の請求に関する事務の

代行を実施することとしました。

　ついては．請求の事務代行を行うに当たり、次のとおり取扱うこととします。

1　請求の事務代行を行うに当たり、知り得た機密に係る事項については、第二三者に漏洩はいたしません。

2　特定健診機関・特定保趣指導機関と医師会の間において紛争が生じた場合・当事者間において解決するものとします。

3　健診等データの授受方法

田　支払基金への健診笥データの提出

　①健診等機関単位に健診データファイル（zipファイル）及び保健指導データファイル（zipファイル）を作成し、一括して支

　　払基金へ王是出する。

　②　支払基金で受付後に出力されるデータ受領書及び受付エラー連絡潜については・各健診等機関単位（健診・保健指導データ

　　　ファイル別）に作成したものを、各健診等機関又は医師会が受領する。

　③支払基金で受付けた健診等データの照会確認等については・支払基金と各健診等機関又は医師会の間で行う・（照会内容に

　　　よって・医師会から該当健診等機関へ照会確認を行い・結果を支払基金へ連絡する。）

　図　支払基金からの返戻・過談返戻データの受領

　　　支払基金で健診等機関単位に健診返戻・過誤返戻データファイル（zipファイル）及び保健指導返戻・過誤返戻データファイ

　　ル（zipファイル）を作成し、各健診等機関又は医師会が受領する。

　個請求形態

　ロア　電チ媒体（CD－R）　　ロイ　電子媒体（MO）

平成　　　年　　　月　　　lj

請求事務代行者　住　　所

　　　　　　　　医師会名

社会保険診療報酬支払基金 支部長　殿

医師会長名 ㊥

A4（210×297



別紙2

別紙

●●●医師会

健診等費用の請求の事務代行を行う特定健診・特定保健指導機関一覧

機関の種別
機関別特定健診・特定保健指導

@　　機関コード
名　　　　称

特定健診
@　　関

特定保健
w導機関

送付希望

l
　
　
　
q
乙
　
　
3
　
　
　
4
　
　
　
「
0

1230000000

P231111111

P232222222

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

｣▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲

｡■■■■■■■昌■■■■■■■■■■■

0
0
0

○
○
○

○
○

　
　
　
　
0
に
U
　
　
［
‘
　
　
8
　
　
9
　
　
　
　
1

1　特定健診・特定保健指導機関一覧は、別紙1r特定健診・特定保健指導機関の請求事務代行に
@ついて」に添付して、支払基金支部に提出する。

Q　機関の種別のr特定健診機関』欄及びr特定保健指導機関』欄には・請求の事務代行を行う状
@況を特定健診及び特定保健指導別に表示（事務代行を行う場合rO』を表示）する。

R　r機関別送付希望」欄は、支払基金で受付後に出力されるデータ受領書及び受付エラー連絡書
@の送付先、健診等返戻・過誤返戻データの送付先・また・健診等データについての照会確認につ
@いて、医師会ではなく当該健診等機関を希望する場合rO」を記載する。

1
　
　
　
2
　
　
　
3
　
　
　
」
可
　
　
F
O
1
　
　
　
　
　
1
　
　
　
　
　
1
　
　
　
　
　
1
　
　
　
　
　
1

6
　
　
［
’
　
　
8
　
　
9
　
　
0
1
　
　
　
1
　
　
　
　
1
　
　
　
吐
　
　
　
2
1
　
　
　
2
　
　
　
3
　
　
　
4
　
　
　
一
〇
2
　
　
　
2
　
　
　
2
　
　
　
n
乙
　
　
　
2

r
O
　
　
一
’
　
　
8
　
　
9
　
　
0
2
　
　
2
　
　
2
　
　
？
心
　
　
3



別紙3

（特一様式第1号〉 特定健診・特定口健指’ 関　届（保険医療　関）

特定健診・特定保健指導機関として、ド記のとおり届けます。
’1城 イ 月

1
］

住　所

社会保険診療報酬支払基金 支部艮　殿 届出者

氏　名 ㊥

① ヰ寺定健監珍　・ヰ寺宝イ呆健本旨導機1則コー　ド
機　関　の　種　別　　　　ロア特定健診機関　　　　　ロイ特定保健指導機関

② 名　　　　　　　称

一，llガナ

鞭一∫ 電帽i’ザ

③ 所　　　在　　　地
一』IIガ1

④ ホ・一・ムページアドレス

　フ助走

�福o　l／／

⑤ 経　　営　　1こ　体 病　　　院

［1く1、”丙1院・1』i立療養所・、丁公、㍗」そσ）他の公的

蜉w病院（1舷・公ぐノi・私の

ﾆ“1行政法人1卜・1ウ1病院機構

纓ﾃ学去人　・社会福幸ll：章去人・その他の注入・個ll人

診　療　所

官公ヴ・その他σ）公的・医痴法人

K1二熱，1祉1」汰・御）他σ厭人・個人

⑥ 開　　設　　者　名

一11ガ牛

7
’　　、　一定t診・

鴻A
鴻C

　　　　　　　　　　　定木1日，一の賠　ビ支　　h．こ請ン　・足、　る　口こ記　　て　cい。
s機関尺の1，1i出が必要となります。

ﾜた、⑨についてはド、1己のロにゾを記人しrイ」の場合のみ⑨に記載願います・

@　　　　　　　　　　・の口座に振込を希望する。

ま3、也の一行　　へ一　と軍1隙　　る・定、　る　口　、　　　　の’

@　　　　　　　医師会が請求事務代行を行う場合は、医師
@　　　　　　　会名を記入せずに空欄とする。

診療報酬と同
h記口座に振込を希望する。

⑦ 請　求　　昔　名

I　　　　　　　　　　　　　I

＊幣理印 ＊受付印

⑧ 受　　領　　者　　名

マIIパー 登
録

芝1．一一マ　1一

請求事務代行を委任する医師皿ムの請求形態を記載する。

⑨
振　　込　　銀　　行

禔@座　名　義

一rl」ガ牛

_加

請求事務代行を委任する医師会名を記入する。

瘁F「OOO医師会』 支店　　　㌧上i

人

⑩ 請求開始年月1
的，気　　　年　　　　　　　　口　⑪請　　求　　形　　態ロア電1九媒体（CD…R）　ロィ電チ媒体（FD）　ロウ電チ媒体（州0）ロエオンラィ’

百r

※1　本属の内容のうち、①から（5）の事項については基金のホームページ上で公開いたします。
2捌畦liσ）内糊うち、個人＋『郷こ、附する・1卿こついて1ま、社会保険診療報酬支払鞭・現務に用いるもσ）であり・個人†1搬保護法第］6条第3卿こ定める聯σ）ほか・

　本人の同意なくして他の利用目的に使用することはありません。

3　本属において」IS第・，　二水耶以外の文字で記入されている場合は、HS第 ・、　二水幣に置き換えて登録を行いホームベージhに公開いたします。



別紙4
都道府県・郡市区医師会が会員機関の健診等データを代行提出する場合のデータ授受

会員健診等機関 都道府県・郡市区医師会 基金支部

A機関

送付先等、医
師会を希望

B機

送付先等、B
機関を希望

健診等データ
　（紙媒体）

B機関

データ

受領書

辮一

③
。
轡

B機関健診
返戻・過誤返戻

　フアイ」レ

図
画支払関係帳票

会
旧

照
■

　　　パンチ入力による電子化
　　　〔ZIPファイルの作成）

健鶴翼ル保轟　化⇒＠

B機関　　　　　　　　　　　　　　　媒体作成
健診ファイル

　　　　　　ハおハ

復号化くコ0

　　　　媒体受領

5日まで

10日

10目

翌月10日

翌月10日

翌月10日

＠⇒復号化⇒

媒体受令頁

禽園圃
禽園圃

A機関
健診ファイル聯関

　　　　保健キ旨導ファイル

B機関
健診ファイル

　　u

③⇔暗号化
　　　　　　　　　　　　　返民・過誤返農

③。暗号化。雛

　　　　　　　　　　　支払計算

　　　　　　　　　　　　画

　受付

　旦
事務点検

　u
返戻データ

A機関健診
　　　　　A機関保健指導
ファイル　　　　返戻・過誤返戻

　　　　　　　フアイノレ

回
支払関係帳票



別紙5

、　　　　　　△が一 の　　　　”　㌍、 ムに一　して「暗口k ㌍い　　　　　で一

鶴理の場合は、逆1こ支払基金がr暗号化」を行し、、都道府県．郡市区医師会が復号化）

　
　
　
　
　
　
暗
号
化
し
な
い

■
ず
一
■
㌔
笥
『
『
！
『
丁
、
、
一
f
■
＝
卜
∈
旨
一
ヨ
ー
＝
…
《
一
■
『
；
一
■
、
三
一
、
工
9

○○医師会

A機関健診データ

Ziファイル

A機関保健指導データ

Ziファイル

B機関健診データ

Zipファイル

C機関健診データ
Zipファイル

取
り
ま
と
め
た
Z
I
P
フ
ォ
ル
ダ

A機関健診データの分散片A
A機関保健指導データの分散片A’

B機関健診データの分散片A
C機関健診データの分散片A

暗号化 薗
分散片B

送付

A機関健診データの分散片B
A機関保健指導データの分散片8’

B機関健診データの分散片B
C機関健診データの分散片B

支払基金

医師会が会員の健診・保健指導機関のデータファ

イルを取りまとめて1つのフォルダに格納。その

フォルダをZIP形式に圧縮したファイル。

※返戻・過誤返戻の場合は、支払基金が「暗号

　化」を行い、都道府県・郡市区医師会が復号化。

唾コ画
復
号
化

A機関健診データ

Zbファイル

B機関健診データ

Ziファイル

A機関保健指導データ
Zめファイル

C機関儀診データ
Ziファイル

基金で復号化すると、各機関ごと

のファイルになる。

※返戻・過誤返戻の場合は逆に、

支払基金が「暗号化」を行い、都道

府県・郡市区医師会が復号化。



別紙6

（特一様式第31の

特定健診・特定保健指導機関変更届
基金に届け出た内容のうち変更欄にチェックを入れた項11について変更し、ド記のとおり届けます。

社会保険診療報酬支払基金 支部長　殿 ’F成 イ 月 II

住　所

娑　　r　　卜　　　　　［　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　届出者

平成　　年　　月　　日
氏　名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　⑭

① 特定健診・特定保健指導機関コード　　　　　　　　　　　　　　　　　変更□　機関の種別　　ロア特定健診機関　　　　　ロイ特定保健指導機関

爪
更
□

② 名　　　　　　　称

一’1」ガト

‘更旧り　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　電訪一ヴ　　　　　　　　　　一　　　　　　一
変
．
庭
口

③ 所　　　在　　　地
一一1」カ†

撚
更
口

④ ホ・■・ムペー■・ジアドレス

　フ肋ナ

�@t　t　P　l／／
病　院

II・1点病院・1咄療養所・官公ず匠その他σ）空｝的

蜉w病院q141、窯・公でい私立）

ﾆ・”∫政法人lI＝1・1勘㌔院機構

纓ﾃ法人・社会禍事rI才11人

ｻの他の法人・個人
穿
庭
口

⑥ 1用　　設　　者　　名

マ1頃す ⑤
経
営
ヒ
体

瓜
庭
口

⑦ 請　　求　　者　　名

一川カナ

変
更
口

診療所

官公凱・その他の公的・医療法人

ﾐ会福祉法人・そσ）他σ）法人

ﾂ人

．
変
更
日

⑧ 受　　領　　者　　名

■rll力士

そσ）他

註f・

ﾛ健指導
@1則

都道府県・II川∫村・一1－f公、ア・そσ）他の公的・1矢療法人

ﾐ会新1儲II：法人・財1・11法人甲NP〔）・株式会社

ｻσ）他σ）法人・個人

ｻの他
一助’士

医師会の請求形態が、既に提出され 佃rコド　　　目 1「　　　　　　∫ ＊、．理；r」　　　　　＊受㌧：口

振　　込　　銀　　行
⑨

ている機関届の内容と異なる場合に
L入する。変

．
庭
口 口　座　名　義　人 砂加

①医師会が特定健診、特定保健指導両方の請求事務代行を行う場合
u000医師会請求代行」と記入する。

A医師会が特定健診のみ請求代行事務を行う場合
uOOO医師会特定健診のみ請求代行』と記入する。

B健診等機関が、医師会の請求事務代行のほかに基金支部へ直接請求を行う場合
u○OO医師会請求代行」「暗号化・復号化ソフト請求』と記入する。

変
更
日

⑩ 講　　求　　形　　態

ロア電
綷

　　　　二媒体（Cl）一R）

@　イ電流媒体（Fl））

@　ウ電∫㌧媒体（Mω

鴻Gオンライン
（備考）

A　■　　r‘”n　　‘mウ、

　　本人の同意なくして他の利川目的に使川することはありません。

　3　本属において月s第・、　1水準以外の文字で記人されている場合は、」IS第・、　二水準に置き換えて登録を行いホームページhに公開いたします・

　4　r、llll求形態」欄をオンラインに変更する場合は，別途r電」へ情報処理組織の使用に関する届出」及びr電1冨IE明・辱発行依頼酌の提出が必要となります・

※1　本属の内容のうち、①から⑤の1ド項については基金のホームページ上で公開いたします。

　2　不届の内容のうち、個人情報に該当する1ド項については、社会保険，診療報酬支払基金の業務に用いるものであり、個人情報保護法第16条第3項に定める場合のほか・

A4 （210x297）



参考

都道府県医師会・郡市区医師会から支払基金への提出用zipフォルダのアーカイブ名について

O医師会で作成されたzlpフォルダのフォルダ名は、国の定める電子的標準様式による提出用アーカイブファイル名の

命名規則により作成する。

　　　　提出元機関番号＿提出先機関番号＿提出年月日・同一日分割番号＿種別コード．zip

　　　　　　　　＼↓

　　　　　　　　一　｛　一　｛
　　　　　但1：1234567890響12345678畠201104010甲1．zip

　　　※過誤返戻データを基金から医師会へ返戻する場合も同様の命名規則である。

区分 最大バイト データ形式 医師会⇒基金（請求） 基金⇒医師会（過誤返戻）

提出元機関番号
10 可変 医師会番号 基金の代行機関番号

提出先機関番号
10 可変 基金の代行機関番号 医師会番号

提出年月日
8 固定 YYYY”｝DD（アーカイブ作成日付）

同一分割番号
1 固定

同日に複数枚の電子媒体を提出する場合の識別番号

P枚目の番号は0とし、2枚目以降は1、2、3…となり
ﾅ大9までとする。

種別コード
1 固定 r1」で固定

※医師会番号は10桁とする。
　基金の代行機関番号は「94899010」とする。



別添4

医師会が会員である健診等機関の健診等費用の

受領に関する権限を委任された場合

1　基金支部への届出
　（1）　各健診等機関は、r委任状」（別紙1）を作成し、特定健診・特定保健指

　　導の費用（以下r健診等費用」という。）の受領に関する権限を委任された

　　医師会は、当該委任状を取りまとめて基金支部へ提出する。

　　　この場合、運用上、健診等機関に係る印鑑証明書の添付は不要とするが・

　　委任状の最上部には、当該医師会が作成したr特定健診費用及び特定保健

　　指導費用の受領委任に係る受任承諾書』（別紙2）を添付する。

　（2）　健診等費用の受領の権限を委任した健診等機関は・r特定健診・特定保健

　　指導機関届」（別紙3）を基金支部へ提出する。

　　　なお、医師会は、健診等費用の受領の権限を委任する健診等機関のr特定

　　健診・特定保健指導機関届」（別紙3）を取りまとめ、基金支部へ提出する

　　ことも可能とする。

2　健診等費用の支払
　　基金支部は、健診等費用を当該医師会ヘー括して支払うこととし、診療報酬

　等支払準備システムによりr特定健診・特定保健指導支払決定内訳一覧表」（別

　紙4）を作成の上、受付の翌月10日頃に医師会へ送付する。

3　支払関係帳票の取扱い
　　支払基金で作成する以下の支払関係帳票は、基金支部から各健診等機関へ直

　接送付する取扱いとする。

①特定健診・特定保健指導支払総括票

　②　特定健診・特定保健指導返戻過誤調整内訳書

　③　特定健診・特定保健指導補正結果内訳書

4　基金支部のシステム登録業務

　　基金支部は、前1の提出を受けたとき、特定健診・保健指導決済システムの

　健診等機関マスタのロ座情報の機関グループに、受領の権限を委任する医師会

　番号を登録する。

5　届出内容に変更が生じた場合

　（1）　既に提出されている特定健診・特定保健指導機関届の内容と異なる項目

　　が生じた場合、健診等機関は、r特定健診・特定保健指導変更届」（別紙5）

　　を基金支部へ提出する。

　（2）　医師会長名のみが変更となる場合、医師会は・r特定健診費用及び特定保



　健指導費用の受領委任に係る受任承諾書」（別紙2）を基金支部へ提出する。

　　この場合、各健診等機関から基金支部へのr特定健診・特定保健指導変

　更届」（別紙5）の提出は不要とする。

（3）　医師会のロ座情報が変更となる場合、医師会は、r特定健診・特定保健指

　導変更届』（別紙5）を準用した口座情報の変更に係る当該変更届を基金支

　部へ提出する。

　　この場合、各健診等機関から基金支部へのr特定健診・特定保健指導変

　更届」の提出は不要とし、既に各健診等機関から基金支部へ提出されてい

　るr特定健診・特定保健指導機関届」（別紙3）のr⑨ロ座情報」（医師会

　の口座情報）は、旧情報であっても差し支えないこととする。



別紙1

　　（牛寺一准兼式第5｝｝）

特定｛建、診・特定保｛建手旨導機1対コード

1234567890 委 任 状

私は、都合により社団法人00医師会をもって代理人と定め、ド記の権限を委任します。

委任事項　　　　　　健診等機関から提出された特定健診・特定保健指導機関届に記載された「機関の種別」と同一とする。

　　1特定健診費用
　　2特定保健指導費川　　　　　　　　　の受領に関すること。

　　3特定健診費用及び特定保健指導．費川

・r成　　　年　　　月 日

委任者 住所OO県OO市OO町1－2－3

　　　00法人△△会□□病院
氏　名理事長基金太郎 ㊥

社会保険診療報酬支払基金 支部長　殿

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　A4（210×297）

作成要領
　　1委任事項は、番1ナを○で囲んでください。
　　　なお、特定健診及び特定保健指導の両方を実施する機関が、特定健診費用又は特定保健指導費用のどちらかのみ受領の委任を

　　行うこと塔できませ空。　　．　　　　．　　　　　　　　　　，．＿　　“　　一　　　、　　　、＿　　　　“



別紙2

特定健診費用及び特定保健指導費用の受領委任に係る受任承諾書

社団法人○○医師会は、別添委任状のとおり特定健診機関・特定保健指導機関から特定健診費用及び特定保健指導費用の

受領に関する権限を委任されました。

ついては、当、i亥費用を医師会へ支払い願います。

受任に当たっては、受領に関して知り得た機密に係る事項については、第｛者に漏洩はいたしません。

また、委任者と医師会の問において紛争が発生した場合については・当事者間において解決するものとします・

、ドナ戊　　　イト　　　月
1
］

社会保険診療報酬支払基金 支部長　殿

受イ王者　　　イ1三　　　　1塀

　　　　医師会名

　　　　医師会長名 ⑳

A4　210×297



別紙3
　　（特一様式第1｝｝） 特　定　健　診　・ 」定　保　健　指　導 ’関　届（保険医療機関）

特定健，診・特定保健指導機関として、ド記のとおり届けます。
平成 イ 月 11

住　所

社会保険診療報酬支払基金 支部長　殿 届出者

氏　名 ㊥

①
特定健診・特定保健指導機関コ…ド　　　　　　　　　　　　　　　　機　関　σ）種　別　　　　ロア特定健診機関　　　　　ロイ特定保健指導機関

② 名　　　　　　　称

”ガ士

硬　一・∫ 電ull　Iり

③ 所　　　在　　　地
TIIガヨ [　一

④ ホ・■・ムペ・一一ジアドレス

　フ1功ナ

�撃狽ol／／

⑤ 経　　営　　ti　体 病　　　院

1！＝1虚病1叱・I　Iく1、ア療養所・1Y公丘・そのf也の公的

蜉w病院〔国、㍗．甲公、γ・私の

ﾆ、㍗i行政法へ国、ン／病院機構

纓ﾃ法人　・社会福祉法人・そσ）f山の法人・個人

診　療　所

官公、㍗．甲その他の公的・1気療法人

ﾐ会福祉法人・その1山の法人・個人

⑥ 開　　設　　者　名

一川ガ1

7 、　’定　じレi卯 『足未tII、の’酬ご支 ‘q．こ甑1艀　関f～　る　ロこ韻　　て　cい。ま3、也の’廿 へ　　ど［1霞　　る’定、　一　1一］　、　　’　の

行機関への届出が必要となります。

ロイ　ド記I　I座に振込を希望する。

また，⑨についてはト記の口にゾを記入し1イ」σ）ユ易IIα）み》に。己戟尉見いま％
@ロア　診療報酬と同・の口座に振込を希望する。 受領に関する権限を医師会に委任する場

〟A医師会名を記入する。

⑦ 請　　求　　者　名

一川ガト

⑧ 受　　領　　者　　名

ア
受領に関する権限を医師会に委任する場
〟A医師会の振込ロ座情報を記入する。

9
振　　込　　銀　　行 銀行　　　　　　　　　　　支店　　当座・普通

1
一
一

ll座　名　義　人 柵…

1謡

「●●医師会受領委任」と記入する。

⑩ 請求1刑始年月E1
’1五成　　　　年　　　　月　　　　日　　卿請　　求　　形　　態ロア電ヂ媒体（〔ID－R）　ロイ電ヂ媒　’　～ MO　ロエオンライン

繭y

…、　　＋rr，・課　F引檀畠の去　，パ　・・ト暢㌧凹h川古す　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　A4（210×297〉※1　本属σ）内容のうち、！－1）から｛5）0）事項については基金のホームベージ上で公開いたします。

2本1しll。）内糊うち，鰍情報に鞘する甥1については、絵徽診撚服撚金σ）業務に川いるもσ）であり・鰍†襯継麟10条第3項に定鵡場合σ）ほか・

　　本人の同意なくして他の利用ll的に使用することはありません。
3周l11において」［S第一二耕1以外σ攻字で、玖されている場合は、J聯・、1水準に継換えて伽表を行いホ…ム痘ジhに公［IHいたします・
4r，IIll’形態」欄・）オ湯イン継継れた場合は、腿r電蒲腿タ脚織・）イ夷川に1射るIE［i出」及びr↑齢洲続行依頼井」σ）闇が腰となります・



別紙4
特定健診・特定保健指導

　　　　　　　平成　　年

支払決定内訳一覧表

月分

●●●医師会　御中

社会保険診療報酬支払基金●●支部

支払確定額
特定健診・特定保
虫w導機関コード

名　　　　称
特定健康診査 特定保健指導 合計

1
　
　
2
　
　
3
　
　
1
1
　
　
r
a

1234567890 ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● 999，999，999円 999，999，999円 999．999．999円

　
　
　
0
6
　
　
【
一
　
　
8
　
　
9
　
　
11
　
　
　
2
　
　
　
3
　
　
　
4
　
　
　
［
O
1
　
　
　
　
1
　
　
　
　
1
　
　
　
　
1
　
　
　
　
1

ρ
口
　
　
「
一
　
　
8
　
　
9
　
　
0
1
　
　
　
1
　
　
　
1
　
　
　
－
　
　
　
2

1
　
　
2
　
　
3
　
　
」
■
　
　
「
a
2
　
　
町
乙
　
　
2
　
　
2
　
　
2

6
　
　
［
一
　
　
8
　
　
9
　
　
0
2
　
　
2
　
　
ワ
』
　
　
2
　
　
3

工
　
　
　
2
　
　
　
3
　
　
　
4
　
　
　
5
3
　
　
3
　
　
3
　
　
3
　
　
3

6
　
　
【
’
　
　
8
　
　
9
　
　
0
3
　
　
3
　
　
つ
0
　
　
3
　
　
4 zz9／1z9



別紙5

　〔特一様式第31｝） 特定健診・特定保健指導機関変更届
基金に届け出た内容のうち変更欄にチェックを入れた項目について変更し・ド記のとおり届けます。

社会保険診療報酬支払基金 支部長　殿
’ド成 ｛ 月 11

住　所

饗　　　　ヨ　　　ト 届出者
@　　　　氏　名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　⑳

・ド成　　年　　月　　日

①
特定健診・特定保健指導機関コード　　　　　　　　　　　　　　　　　変更□　機関の種別　　ロア特定健診機関　　　　　ロイ特定保健指導機関

孤
更
□

② 名　　　　　　　称

一，1肋牛

鞭一∫ 電1。一’∫

変
．
庭
口

③ 所　　　在　　　地
一』物引

．
瓶
更
□

④ ホームページアドレス

　フリ　ナ

�福吹F／／ 病　院 I　I、■一■

ll＝1備院‘国、微細1⊥II一で公、㍗i・その他の公ド向

蜉w病院Glく1、㍗公、凱・私の

@　　　1娼1一＝　　　脆

．
軸
更
口

⑥ 開　設　　者　名

一’勒止

（5）

o
常
1
モ

受領に関する権限を医師会に委任する
鼾№ﾍ、医師会名を記入する。

広
、
更
□

⑦ 請　　求　　者　　名

一川ガ1

変
更
口

診療1∫

1　　　　　コ1‘　　　　　　　　　　　　1　、　　・　　　　　　　　　　　、

@、一一　　　　　　　　　　　　　　　　」　　　　　　一へ　　・

人

変
更
□

⑧ 受　　領　　者　　名

一’1

　一」）他

窒P診・

ﾛ健指導
@1剰

社＾

そ受領に関する権限を医師会に委任する
ｻ場合、記入の必要はありません。

　　　　　　　　　　　　　　　■旧一コ　一P　一　一

⑨
振　　込　　銀　　行 銀行　　　　　　　　　　　支店　　当座・梓通変

．
虹
□ 口　座　名　義　人 縛柑

録

変
更
口

⑩ 請　　求　　形　　態

ロア電」へ媒体（口）一R）

鴻B電チ媒体（Fl））

鴻E電ヂ媒体（Mω

鴻Gォンラィン

一

「●●医師会受領委任』と記入する。

（備考

※t　本届σ）内容のうち、①から⑤の1！r項については基金のホームページ上で公開いたします。
2本1駐llσ）内容。）うち、個Mrl椰こ、肥する噸について1ま，社会保険診療報酬支払験σ）業務に用いるもσ）であり・個人†臓保離第］縢第3卿こ定める場合σ）ほか・

　　本人の同意なくして他の利用目的に使用することはありません。
　3　本Illlにおいて」IS第・、　二水準以外の文字で記入されている場合は、」IS第・、　二水準に澱き換えて登録を行いホームページhに公開いたします。

　4　r、1、亨求形態」欄をオンラインに変更する場合は、別途r電チ情報処理組織の使用に関する犀川」及びr電チ証明書発行依頼書」の｛是出が必要となります。



別添5

健診等機関が医師会に委任していた健診等費用の請求事務代行

又は健診等費用の受領に関する権限委任を解除する場合

1　健診等機関が医師会に委任していた請求事務代行を解除する場合

　（1）医師会は、変更後のr健診等費用の請求の事務代行を行う特定健診・特定

　保健指導機関一覧」（別紙1）及びr健診等費用の請求の事務代行の委任解除

　　を行う特定健診・特定保健指導機関一覧」（別紙2）を基金支部へ提出する。

　（2）医師会の請求事務代行を解除した健診等機関は・r特定健診・特定保健指導

　　機関変更届」（別紙3）を基金支部へ提出する。

2　健診等機関が医師会への健診等費用の受領に関する権限の委任を解除する場

　合

　（1）健診等費用の受領に関する権限の委任を解除する健診等機関は・r委任解除

　　届」（別紙4）を作成し、医師会へ提出する。

　　　医師会は、当該委任解除届を取りまとめて基金支部へ提出する。

　　　この場合、運用上、健診等機関に係る印鑑証明書の提出は不要とするが・

　　委任解除届の最上部には、当該医師会が作成したr特定健診費用及び特定保

　　健指導費用の受領委任の解除に係る承諾書」（別紙5）を添付する。

　（2）健診等費用の受領に関する権限の委任を解除する健診等機関は、委任解除

　　に伴う振込ロ座情報の変更内容を、r特定健診・特定保健指導機関変更届」（別

　　紙6）により基金支部へ提出する。

　　　なお、医師会は、r特定健診・特定保健指導機関変更届』（別紙6）を取り

　　まとめ、基金支部へ提出することも可能とする。



別紙1

別紙

●●●医師会

健診等費用の請求の事務代行を行う特定健診・特定保健指導機関一覧

特定健診・特定保健指導
機関の種別

機関別

機関コード
名　　　　称

特定健診 特定保健 送付希望

機　　関 指導機関
1 1230000000 ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● ○ ○

2
123Ul　lll　l ▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲ ○ ○ ○

3
　
　
　
4

1232222222 ■■■■■ロ■■■■■■■■■■■■■■ ○ ○ （）

5
委任解除をする特定健診等機関の情報を変更し、医師会から基金支部へ提出する。

6

7

　
　
0
8
　
　
　
∩
J
　
　
l
1
　
　
　
　
2
1
　
　
　
　
　
　
1

13

14

15

16

百

18

19

20

丑
　
　
　
2
2
　
　
　
2

23

24

25

26

2マ

28

29

30



別紙2

別紙

●●●医師会

健診等費用の請求の事務代行の委任解除を行う特定健診・特定保健指導機関一・覧

機関の種別
機関別特定健診・特定保健指導

@　　機関コード
名　　　　称

特定健診
@　　関

特定保健
w導機関

送付希望

1
　
　
　
2
　
　
　
3
　
　
　
4
　
　
　
r
O

1239999999

P238888888

X×X　X　X×X　X×××X　X×××X××X

nOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

請求事務代行の委任解除をする健診等機関の情報記載し・医師会から基金支部へ提出する。
　
　
　
　
0
6
　
　
　
［
’
　
　
　
8
　
　
　
9
　
　
　
　
1

1
　
　
　
2
　
　
　
3
　
　
　
4
　
　
　
「
0
］
　
　
　
　
吐
　
　
　
　
1
　
　
　
　
1
　
　
　
　
1

戸
0
　
　
［
’
　
　
8
　
　
9
　
　
0
1
　
　
　
1
　
　
　
1
　
　
　
吐
　
　
　
q
乙

1
　
　
　
0
乙
　
　
3
　
　
　
4
　
　
　
［
0
2
　
　
　
2
　
　
　
2
　
　
　
2
　
　
　
2

6
　
　
［
’
　
　
8
　
　
9
　
　
0
2
　
　
　
2
　
　
　
2
　
　
　
2
　
　
　
3



別紙3

　（特一様式第31｝〉 特定健診・特定保健指導機関変更届
基金に届け出た内容のうち変更欄にチェックを人れた項目について変更し、ド記のとおり届けます。

社会保険診療報酬支払基金 支部長　殿
㌧ド成 イ 月 日

住　所

変　　　　『　　　卜
ハli出者

@　　　　氏　名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㊥
平成　　年　　月　　口

① 特定健診・特定保健脂導機関コード
変更口　機関の種別　　ロア特定健診機関　　　　　ロイ特定保健指導機関

瓜
更
□

② 名　　　　　　　称

，1肋牛

鞭一∫ 電llli’∫

変
更
日

③ 所　　　在　　　地
一一コ肋ナ

健診等機関が請求する請求者　一

ｼを記入する。

燃
更
口

④ ホー一一ムペ・一・ジアドレス

　ア1　ナ

�@tゆ：／／ 院

1こ1、㌃病院・国、ノi、一重所・官公虚・そσ）他の公的

蜉w晒院（国でい公、ア・私の

_純も二政法人Ik暁ヨ茜院機構

纓ﾃ法人・社会福祉11こ入

ｻσ）他の法人・個人爪
更
□

⑥ 開　設　　者　名

川　1

虻
更

一’1　一

変
更
口

一　一

ｰ
L
体

診療所

官公ヴ・その他σ）公的・医療法入

ﾐ冷禰II拡大・その1也の1」汰

ﾂ人⑦

．
軸
更
□

⑧ 受　　領　　κ　　名

一’1肋叶

そσ）他

註f・

ﾛ健指導
@関

都道府ロ，之・11∫町村・官公・㍗i・その他の公的・医療法人

ﾐ会禍事II】法人・財1・月法人喉NP〔）・株式会社

ｻヴ）他の法人・個人

ｻの他
圭1－r一一同一　　　目 口　　　　　　∫ ＊　．理：1］ ＊・遡・巨11

⑨
振　込　銀　行

醐1　　　　　　　　　　　　　　　　　制1コド三川ガ1

@　　　　　　　　　　銀行　　　　　　　　　　　支店 ’％座・普通
変
．
更
□ 口　座　名　義　人 士鋤1

登
録

変
更
□

⑩ 請　求　　形　態

　ア電｝虹媒体（CD－R）

鴻B電f媒体（FD）
鴻E電斤媒体（M〔〕）

@エオンライン

健診等機関が請求する請求形態を

L入する。
御
1
一

「●●医師会請求委任解除」と記載

ｷる。

（備考

※i　本局0）内容のうち、（1）から⑤のIl｛項については基金のホームベージ上で公開いたします。

2本，、ll。）内糊うち、個人＋，1椰こ、鞘する1卿こついては、社会撒診繍臓腿金σ現務に月1いる⑲であり・個人＋11’撚離第］6条第淵こ定める場合のほか・

　　本人の同，意なくして他の利川目的に使用することはありません。
3本1、11においてJ醐・、二水鴨外σ）蝉で、砿されてい燗合は、」醐・一水準に蹴換えてて鯨を行いホームページ1二に全葦隙’たします・
4r，…1‘1）形態」欄をオンラインに鍛する場合は、臓r瞭情報処理繊σ）使用に関する届出」及びr電磁1購鮒依鞘」σ）｛走出が必批なります・



別紙4

（特一様式第71｝）

特定健1診・特定保健指導機関コード

私は、　社団法人○○医師会

解除事項

委 任 刀
牛

角

に、ド記の権限を委任

（からド記の権限を受任）

除 届

しておりましたが、今般、都合によりこれを解除します。

該当する番号を選択する。

1特定健診費用
2　特定保｛建指導費川

3特定健診費用及び特定保健指導費川

の請求に関すること。

この箇所については使用しないこと。

又は

　　4特定健診費用
　　5牛寺定イ呆健手旨導ぜセ」月

　　6特定健診費用及び特定保健指導費川

委任者　　住　所○○県○○市○○町1－2－3

　　　　　　　　00法人△△会□□病院
　　　　　氏　名　理事長　基金　太郎

受任者　　住　所

　　　　　氏　名

の受領に関すること。

㊥
㊥

　　　平成　　　年　　　月　　　日

ヒ記委任解除の件、承諾いたしました。

社会保険診療報酬支払ヲ，募金　　　　　支部長　殿

作成要領
　　1角鯵傾は・，梨｝を○で巳脇でく襟！’・

“両 面

A4

“　　〃

（2！0×297）

！　　一 、
“



別紙5

特定健診費用及び特定保健指導費用の受領委任の解除に係る承諾書

社団法人○○医師会は、別添委任解除届の特定健診機関・特定保健指導機関の特定健診費用及び特定保健指導費川の

受領に関する権限の委任解除を承諾しました。

・ド成　　　年　　　月 日

社会保険診療報酬支払フ，塾金 文部長　殿

受任者　　住　　　　所

　　　　医師会名

　　　　医師会長名 ㊥

A4　210×297



別紙6

　（特一様式筑3号）

特定健診・特定保健指導機関変更届
基金に届け出た内容のうち変更欄にチェックを人れた項目について変更し、ド記のとおり届けます。

社会保険診療報酬支払基金 支部長　殿
㌧「元成 イ 月 H

住　所

変　　　　l　　　q＝ 届出者

@　　　　　氏　名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㊥
’［え成　　年　　月　　日

① 特定健診・特定保健指導機関コード　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　変更□　　機関の種別　　ロア特定健診機関　　　　　　ロイ特定保健指導機関

職
更
□

② 名　　　　　　　称

一調十

‘吏　 ∫ 電llli’∫

変
．
庭
口

③ 所　　　在　　　地
一』1陶ナ

孤
更
□

④ ホー一・ムベージアドレス

　フ励ナ

�福吹F／／ （5）

病 院 k　’■

Il“1病院・し1＝1畝療養所」一’f公立・その他の公的

蜉w病院1い二1、ア・公、γ・私の

h　l■一

撚
庭
口

⑥ 開　、没　者　名

マ物1

健診等機関が受領する受領者
ｼを記入する。

一コ1均牛 所

赤
斑
□

⑦ 請　　求　　者　　名 □

医師会への委任を解除する場
№ﾍ、健診等機関のロ座情報
�L入する。

x　　　　　　　　　　　　　　　　　　1　、　・　　　　　　　　　　　、

@　Il　Il法人・財1州」上人・

ｻの他σ）法人・個人

ｻσ）他

E
体

り・医療法人

変
更
□

⑧ 受　　領　　者　　名

一F　　一

その他
宙鼬�

@関

N　I｝0・株式会社

コll坦　　　　　　　　　　　　　　　　　畑lrI　I一マ11柑　　　　　　　　　　　　　　　憂1一1『『1一 口 ＊　　111二Il ＊父・二II

⑨

振　　込　　銀　　行 銀行　　　　　　　　　　　　　　　　　　支店　　　　当座・普通
変
．
更
□ 口　座　名　義　人 解加

登
録

変
更
日

⑩ 請　　求　　形　　態

ロア電f㌦媒体（CD－k〉

鴻B電チ媒体（i勒

鴻D電蝋体（Mω
鴻Gォンラィン

「●●医師会受領委任解除』と記
ﾚする。

（備考

　　本人の同．敵なくして他の利用目的に使川することはありません。
　3　不届において月S第・、　二水準以外の文字で記人されている場合は、HS第・・　二水準に置き換えて登録を行いホームページhに公開いたします。

　司　r，llb艮形態」欄をオンラ！rンに変更する場合は，別途r電ヂ情報処∫lt1組織の使川に関するIlll出」及びr電f証明書発行依頼踵」の提出が必要となります・

※1　本属σ）内容のうち、①から⑥の11r項については基金のホームページ上で公開いたします。

　2　本属の内容のうち、個人情報にヒ該当する・∬項については、社会保険診療報酬支払基金の貰務に用いるもσ）であり・個人情報保護法第16条第3項に定める場合のほか・

A4



参考

健診・保健指導機関との

特定健康診査等データの

授受及び決済について

1健診等データの授受及び決済の概要

2関係帳票



1健診等データの授受及び決済の概要

支払基金健診・保健指導機関
　　　　国の定める
d子的標準様式によるファイル
@　　　［XM　L形式］

@（CD－R、FD、MO、電送）
①

健診・保健指導

級ﾊ・決済データ
データ受領

②

・オンライン機関

@随時送信
E電子媒体機関

@　5日までに提出
0オンライン機関・鱈子情報

@　データ受領書
@　エラー連絡書
@　　　　　　（随時）

O電子媒体機関
@紙媒体
@　データ受領奮
@　エラー連絡書

　　簡単な事務点検

i不備データ電話照会）
　　　　10日に送付

@　　　国の定める
d子的標準様式によるファイル
@　　　［×M　L形式］

@（C　－R、FD、MO、電送）

③

○オンライン機関

E電子情報

@　補正結果通知書

@　返戻内訳書
@　支払総括票
@　返戻分データ

O電子媒体機関
@紙媒体
@　補正結果通知書

@　返戻内訳書

@　支払総括票
E電子媒体

@　返戻分データ

　　返戻分

註f・保健指導

級ﾊ・決済データ

翌月10日に送付・送信

翌月10日に送付・送信

@　費用の支払

請求・支払計算

@請求・支払④

Oオンライン機関
專d子媒体機関
E紙媒体

@　当座ロ振込通知書
@　　　　（翌月月初に送付） 翌月21日に支払

※①、②、③及び④の説明は次のとおり。
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①健診・保健指導結果・決済データの提出について
　　国が定める電子的標準様式によるファイル（XML形式）で作成

　（電子媒体機関の場合）
　　・提出用の電子媒体は、CD－R、FD又はMOのいずれかとします。
　　・提出用のデータファイルは、支払基金が配布する暗号化・復号化ソフトにより暗号化して電子媒体に記録してください。

　　・毎月5日までに所在都道府県支払基金へ持参又は郵送で提出してください。

　（オンライン機関の場合）
　　・オンラインシステム（支払基金が配布するオンライン送受信ソフト）によりデータファイルを送信します。

　　・随時送信可能としているが、前月6日から当月5日までに受け付けた分を決済単位とします。

　　・オンラインで送信する場合、オンライン専用認証局が発行する電子証明書が必要です。

②データ受領書等の送信又は送付について
　（電子媒体機関の場合）
　　・データ受領書及びエラー連絡書は、紙媒体で毎月10日頃に送付します。

　（オンライン機関の場合）

　　・データ受領書及びエラー連絡書は、受付後随時配信します。

　　なお、配信した帳票は、PDFで表示又はCSVダウンロードできます。

③支払関係帳票及び返戻・過誤返戻データの送信又は送付について
　　返戻・過誤返戻データは、国が定める電子的標準様式によるファイル（XML形式）で作成

　（電子媒体機関の場合）
　　・支払総括票、返戻過誤調整内訳書及び補正結果内訳書は、紙で出力したものを毎月10日頃に送付します。

　　・返戻・過誤返戻データファイルは、支払基金で暗号化したうえで、提出用の電子媒体と同じ種類（CD－R・FD又はMOの

　　いずれか）の電子媒体にデータを記録して毎月10日頃に送付します。
　　なお、送付されたデータは、健診等機関で暗号化・復号化ソフトにより、復号化していただくこととなります。

　（オンライン機関の場合）
　　・支払総括票、返戻過誤調整内訳書、補正結果内訳書及び返戻・過誤返戻データは、毎月10日頃配信します。

　　・支払総括票、返戻過誤調整内訳書及び補正結果内訳書については、PDFで配信します。

④当座ロ振込通知書の送付について
　　電子媒体機関及びオンライン機関ともに、支払翌月月初めに送付します。

⑤特定健診・特定保健指導支払総括票の送付について
　　特定健診・特定保健指導に係る支払額の年間計（1月実施分～12月実施分）を、支払調書と併せて毎年2月に送付します。
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2関係帳票

（1）特定健診・特定保健指導データに係る電子媒体送付書

（特一様式第2021｝）

社会保険診療報酬支払基金OO支部　御中

住所

開設者

氏名 印

特定健診・特定保健指導データに係る電子媒体送付書

機関コード

機関名称

実施種別 特定健康診査・特定保健指導

実施月分 平成　　年　　月実施分

提出年月日 平成　　年　　月　　日

媒体種類 FD　　　　MO　　　CD－R

媒体枚数 枚

この電子媒体送付書は、特定健診・特定保健指

導機関が、支払基金へ健診等データを電子媒体

で提出するときに、電子媒体と併せて送付してい
ただくものです。

一3一



（2）特定健診・特定保健指導データ受領書

（特一機械様式第2〔）1レ｝）

’匡成　年　月分　特定健診・特定保健指導データ受領，1芋

　　　　　　　　平成　年　月　日

社会保険診療報酬支払基金○○支部

健診等機関：1214567890　基金病1鉱‘御中

特定健康診査　受付回： lllll　請求用ファイル名：1214567890＿88888888＿yyyym皿ddO」、z1p

種別 受診者・利川者数 請求金額

合ll［一 46 62（〕，0（〕0

受付不能

1このデータ受領書は、健診・保健指導機関から健診

等データの提出を受けたときに、健診等データの授受

を明らかにするため、支払基金のシステムに登録し

た都度、健診・保健指導機関へ送信又は送付します。

2受付不能欄には、データに致命的なエラーがあり、

支払基金で受付ができない場合に、そのデータ件数

を印字します。
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（3）特定健診・特定保健指導受付エラー連絡書

（特一機械様式第200｝｝）

・F成 年 月分 特定健診・特定保健指導　受付エラー連絡，1事

　　　　　・ド成　　年　　月　　日

社会保険診療報酬支払基金○○支部

健診等機関：1214567890　基金病院　御中

特定f建康診査　　　受付回二 11111　1i’1求用ファイル名：121456789（〕＿88888888＿yyyymmddO＿1，ztp

ファイル番号 保険者番号
受診券・利用券

@整理番1｝
受診者・利用者氏名 請求金額 エラー状況

〔）〔）O〔）01 11223344 98765432100 ケンシンタロウ 8，400 2211　　父診秀、㌔「髭一別　、一＝人」で

000023 l1223344 98765432344
トクテイジロウ 21m　結果データファイルと決済データファイルとが・致しませ

@　　んr氏名」
000030 55667788 45468432115 ホケンサブロウ

ll，OOO
2331　r請求区分」の値がIEしくありません

Q338　「単価（合計〉」が未人力です

この受付エラー連絡書は、主としてデータ受領書の受付不能欄に印字した支

払基金で受付できなかったデータの内容及びエラーの状況を健診・保健指導機

関へお知らせする場合に送信又は送付します。
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（4）特定健診・特定保健指導支払総括票

（特一機械様式第401号）

特定健診・特定保健指導支払総括票

健診等機関コード　　99－9－9999999

KKKKKKKKKKKKKKKKKKKK御中

平成　　　年　　　月分

健診等機関名 社会保険診療報酬支払基金OO支部

本書のとおり支払決定しましたので、ご連絡します

区　分
受診者数
�p者数 単価・算定金額 窓ロ負担金額等 金　　　　額 備　　考

当初請求
特
定
健
康
診
査

補正

返戻・過誤

当初請求
特
定
保
健
指
導

補正

1この支払総括票は、健診・保健指導機関へ支払額をお知らせする帳票
ﾅ、毎月10日まで（毎月5日までに提出いただいた健診等データに係るも

ﾌを翌月10日まで）に送信又は送付します。

Q当初請求欄は、支払基金で受付した実績（受付エラー分を除く。）を印字
ｵます。

R補正欄は、健診・保健指導機関へ照会の上、支払基金で補正した金額
凾��嘯ｵます。

S返戻・過誤欄は、返戻照会を行うデータ及び保険者から過誤返戻された

fータの金額等を印字します。

T支払確定の金額欄に支払決定額を印字します。

返戻・過誤

当初請求

合
　
　
計

補正

返戻・過誤

支　払　確　定

備考
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（5）特定健診・特定保健指導返戻過誤調整内訳書

（特一機械様式第410号）

特定健診・特定保僅指導返戻過誤調整内訳書

平成　　年　　月分

県No　　　　区分　　　　　　　　機関コード 社会保険診療報酬支払基金OO支部

受診

N月
保険者番号

受診券・利用券

@登理番号

受診者・利用者

@　氏名
実施返農理由
謨ｪ　コード

過誤返戻
摎Rコ＿ド単価算定金額 窓口負担金額等 請求金額 備考

99／99

1 この返戻過誤調整内訳書は、支払総括票の返戻・過誤欄に印字されたデータの詳細

�ｨ知らせするときに作成します。

@支払総括票とともに、送信又は送付します。2
3

返戻過誤調整内訳書に印字された健診結果・決済データ及び保健指導データ・決済

fータは、電子データで送信又は送付します。

実施 受診者・利用者数 単価・算定金額　　▲ 窓口負担金額等　　ム 請求金額
i合計）

特定健康診査
1

動機付け支援

特定県僅指導 積極的支援

小計
2

合計

ZZ9／ZZ9
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（6）特定健診・特定保健指導補正結果内訳書

（特一機械棟式第411号）

特定健診・特定保健指導補正結果内訳書

平成　　年　　月分

県No　　区分　　　　　機関コード 社会保険診療轍酬支払基金OO支部

受診

N月
保険者番号

受診券・利用券

ｮ理番号

受診者・利用者

@　氏名

実施

謨ｪ
補　正　内　容

1この補正結果内訳書は、支払総括票の補正欄に印字された支払

誾烽ﾅ補正した結果の詳細をお知らせするときに作成します。

Q支払総括票とともに、送信又は送付します。

ZZ9／ZZ9
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（7）特定健診・特定保健指導機関別取下げ依頼書

（特一様式第IO粉

@　　　　　　　　　　特定健診・特定保健指導機関別取下げ依頼書

ﾐ会保険診療報酬支払基金OO支部　御中　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成　　年　　月　　日

特定健診・特定保健

L導機関コード

ﾁ定健診・特定保健
w導機関名称

1この様式は、健診結果・決済データ及び保健

w導・決済データを提出したが、健診・保健指導

@関で誤りを琵見し、当該データを取下げる場合

ﾉ作成し、支払基金に提出します。

Qオンラインで提出する健診・保健指導楼閣は、

Iンラインにより提出することがで音ます。

R取下げデータは、返戻・過誤返隈と同様に処理

ｷることとなります。

下記理由により特定健診・特定保健指導データを取下げ願います。

保険者番号

受診券塑理番号

�p芽整理番号

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　処理年月実施年月　　甲成　　　年　　　月　　　　　　　　　　　　　　　　平成　　　年　　　月　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（堤出年月）

曼診看・利用春氏呂

@（刀タカナ）

男女区分　　　　　　男　　　女 生年月日 臨】銚　　　年　　　　月　　　　日

取下げ理由150文字以内）
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（8）その他関係帳票

　ア当座ロ振込通知書

　　　診療報酬と同様とします。

　イ特定健診・特定保健指導支払総括票

　　　次ページのとおり。
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（9）特定健診・特定保健指導支払総括票

（特一機械様式節44ω｝）

健診等機関

基金病院

’ド成　　年

：　1214567890

　　　御中

　1月分～’ド成　　年

　　　　特定健診・特定保健指導支払総括票

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　社会保険診療報酬支払基金○○支部

12月分の支払金額については、本、llのとおりですのでご連絡します。

区分 支払金額

特定健康診査

1
］
」

特定保健指導

「
1
］

合計

円
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